
清水港フラワーフェスタ202６

出店(展)募集要項

・日 時：202６年５月2４日（日）

9：30～15：00

・会 場：清水マリンパーク

【問合せ】清水港フラワーフェスタ実行委員会

〒424-0821

静岡市清水区相生町6-17 （静岡商工会議所 清水事務所内）

電話 054-353-3401（平日 9：00～17：00）

Mail k-mizukoshi@shizuoka-cci.or.jp 担当：水越・山本
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開催趣旨

■清水港フラワーフェスタとは．．．

平成１２年から開催してきました『清水港フラワーショー』は、平成２０年からは清水港を広く市民にＰＲする

ことを目的に、「清水港フラワーショー＆インポートバザール」市民参加型にリニューアルした『清水港フラワー

フェスタ』と名称を変え毎年市内外から１万人を越える人で賑わっております。今年度も花と緑と市民が触れ

あえる場の提供を目指し、『清水港フラワーフェスタ』を、下記の通り開催を予定しております。

つきましては、業務ご繁務の折とは存じますが、当イベントにご出店(展)のご検討・ご協力賜りますよう

ご案内申し上げます。

開催日時・場所

■ 開催日時 2026年5月24日（日） 9：30～15：00

■ 開催場所 清水マリンパーク （清水区港町１丁目７−８） ※小雨決行・荒天中止

出店条件

■ 募集出店数（予定）

① ブース 25区画 （※１小間＝間口3.6ｍ× 奥行2.7ｍ）

基本備品：机（180㎝×45㎝）2本、椅子2脚、テーブルクロス、看板 (キッチンカーは除く)

その他の備品については各自ご用意いただくか、貸出（有料）も可能です。

（※参考 机＋テーブルクロス 1セッ ト： 800円 椅子1脚 ： 200円）
② キッチンカー 12区画

※①②応募多数の場合は主催者で選考させていただきます。

■ 出店資格

静岡商工会議所の会員事業所

■ 飲食販売

飲食物を調理販売する際は露店営業許可が必要です。また、賠償補償額が１事故１億円以上

となる生産物賠償責任保険に加入してください。

■ 設備

電源が必要な場合は発電機をご持参ください。

■ 出店位置

主催者にご一任ください。

■ 駐車場

主催者では用意しませんので、近隣の有料駐車場などをご利用ください。



出店料

■ 出店料：5,500円 （税込）／1コマ

※出店料は振込期限までにお振込みください（振込手数料は出店者負担でお願いします）

※主催者が定めた期限までの入金確認ができない場合は出店の申込みは、無効となります。

※出店者自身の判断による出店キャンセルの場合は返金いたしません。

※備品貸出（有料）をご希望の際は出店料とあわせてお振込みください。

■ 花を活用したワークショップやフラワーアレンジメント教室などを開催する出店者は出店料免除します。

■ 出店者の入れ替えやまた貸しなどはできません。（申込者と当日出店者が同一であること）

■ 静岡市火災予防条例及び関係法令、消防署の指導に則って防火対策を行うこと。

■ 火気器具等を使用する出店者は、賠償補償額が１事故１億円以上となる施設賠償保険に加入

すること。※調理に火を使わず電気のみの使用でも、電源がエンジン式(ガソリン使用)の場合は

    加入が必要となります。（バッテリー式電源を使用する場合は不要）

■ 飲食物を取り扱う出店者は、食材に関して保健所及び食品衛生法関係法令に則って管理すること。

また、許可された品目以外の物を販売しないこと。

■ 会場を汚さないよう心がけること。特に油を使用する際は、予めシート（防炎シート）を敷く等の対策

を行うこと。汚した場合は、必ず清掃し、原状回復すること。また、ごみは持ち帰ること。

■ 排水に関しては、各自で準備・持ち帰ること。みだりに排水しないこと。

■ 火気器具等を使用するものは、必ず消火器を設置すること。使用する消火器は、「業務用消火器」で、

設計標準使用期限内で法令に従って点検された良好なものを使用すること。

※出店要項でいう火気器具等とは

①液体燃料を使うもので、ガソリンを使用する発電機や石油ストーブ等。

②固体燃料を使うもので、炭を使用する木炭コンロ等が該当。

③気体燃料を使うもので、LPガスを使用するコンロやカートリッジ式のこんろ等が該当。

④電気を熱源とするもので、電子レンジやホットプレート等が該当。

■ 出店者は、出店場所使用に当たり、施設管理者又は第三者に損害を与えたときは、出店者の責任

において、損害賠償を負うものとする。

■ 強風対策などは出店者で行うこと。

注意事項

出店申込み

■ 申込期限 2026年3月6日（金） 17：00まで

■ 申込方法 下記URLまたはQRコードより必要事項をご入力ください。

https://forms.gle/qtAr7dTaScMetRDq6

※お申込みいただきましたメールアドレスに後日、出店申込書をお送りいたします。

https://forms.gle/qtAr7dTaScMetRDq6
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